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(57)【要約】
【課題】厚み斑のあるワークを均一な力で把持すること
ができる、簡単な構造の把持冶具を提供する。
【解決手段】ワークを把持部１５により把持する把持冶
具１であって、把持部１５は、把持面１１とこの把持面
１１に平行な複数のスリット１２を破線状に形成した二
列のスリット列１３及び１４を有し、これらの二列のス
リット列は、一方のスリット列のスリットが他方のスリ
ット列のスリットと少なくともその一部が重なるように
千鳥状にずらして形成され、把持面がワークを把持する
とき、スリット列のスリットが潰れることにより、把持
部が弾性変形できるように構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークを対向した把持部により把持する一対の把持冶具と、上記一対の把持冶具の間に
把持力を供給する把持力供給手段とを備えた把持装置であって、
　上記一対の把持冶具の少なくとも一方の上記把持部は、把持面とこの把持面に平行な複
数のスリットを破線状に形成した複数のスリット列を有し、
　これらの複数のスリット列は、一方のスリット列のスリットが他方のスリット列のスリ
ットと少なくともその一部が重なるように形成され、
　上記把持面がワークを把持するとき、上記スリット列のスリットが潰れることにより、
上記把持部が弾性変形できるように構成されている
　ことを特徴とする把持装置。
【請求項２】
　ワークを把持部により把持する把持冶具であって、
　上記把持部は、把持面とこの把持面に平行な複数のスリットを破線状に形成した複数の
スリット列を有し、
　これらの複数のスリット列は、一方のスリット列のスリットが他方のスリット列のスリ
ットと少なくともその一部が重なるように形成され、
　上記把持面がワークを把持するとき、上記スリット列のスリットが潰れることにより、
上記把持部が弾性変形できるように構成されている
　ことを特徴とする把持冶具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、把持装置及びその把持冶具に係り、特に、長手方向に微少な厚み斑のあるワ
ークを固定するのに用いて好適な把持冶具及びそれを備えた把持装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ワークを切削加工する際には、ワークに切削負荷がかかるため、ワークを一対
の把持冶具で固定する必要がある。特に、鏡面切削加工を行う場合には、高い切削精度が
要求されるため、ワークを強固に固定する必要がある。このような鏡面切削加工をされる
ワークの一例として、二枚の樹脂基板間に複数の棒状レンズを配列した、細長い短冊形状
の光伝送体アレイが挙げられる。
【０００３】
　自動切削加工機において、光伝送体アレイは、切削される面を投入冶具の平坦面で押さ
れて、一対の把持冶具間に移動される。一対の把持冶具間まで移動した光伝送体アレイは
、投入冶具の平坦面と平行なバックアップ冶具によって背後から支持される。その結果、
光伝送体アレイは、投入冶具とバックアップ冶具の２つの平坦面に挟まれて整列される。
　そのようにして整列された光伝送体アレイは、従来、一定の幅で直線状に延びた平坦な
把持面を備えた一体型の把持冶具（固定クランプ）で把持されていた（例えば、特許文献
１）。
【０００４】
　しかしながら、切削加工前のワークの形状はいびつであることが多く、また、ワークの
切削される面は、一般に平坦ではない。例えば、光伝送体アレイが、切削面に垂直な面内
、即ち把持面内で元々湾曲している場合がある。また、例えば、光伝送体アレイの切削さ
れる面に、棒状レンズ間からはみ出した接着剤等によって突起が形成されている場合があ
る。これらの場合に、従来の投入プレッシャー冶具とバックアップ冶具の平坦面によって
、光伝送体アレイを挟んで整列させると、光伝送体アレイが把持面に平行な面内で撓んで
しまう。その場合、光伝送体アレイは、応力がかかったまま把持され、切削されてしまう
。このため、切削後に光伝送体アレイを把持冶具から外すと、応力が解放されて、光伝送
体アレイが反対側に反ってしまう。その結果、直線に切削された切削面が湾曲して、光伝
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送対アレイの光学特性が劣化する。
【０００５】
　さらに、光伝送体アレイには、その長手方向に沿って微少な厚み斑がある。特に、生産
効率を向上させるために光伝送体アレイを数段重ねて加工する場合に、ここの光伝送アレ
イの厚み斑が加算され、全体としての厚み斑が更に大きくなる。このため、平坦な把持面
を有する一体型の把持冶具では、光伝送体アレイを、長手方向方の全長に亘って均一な力
で把持することが困難である。そして、厚みの薄い部分で把持力が不足すると、その部分
が切削応力によりずれて、鏡面切削加工等の高精度の切削加工を行うことが困難となる。
【０００６】
　そこで、一体型の把持冶具の代わりに、ワークの長手方向に沿って複数の部分に分割し
た把持冶具が利用されている。このような把持冶具を用いれば、把持力をワークの部分ご
とに厚み斑に合わせて調整することができる（例えば、特許文献２）。
【０００７】
　しかしながら、把持冶具を分割した場合、把持冶具ごとに、把持力を供給する把持力供
給手段を設ける必要がある。例えば、分割した把持冶具ごとに、リニアレールを立ててエ
アシリンダを設ける必要がある。その結果、把持冶具を取り付けた把持装置全体の構造が
複雑となり、重量が大きくなり、装置の製造コストが高くなる。その上、把持冶具ごとの
平行性を調整して維持する必要がある。
【０００８】
【特許文献１】特開平９－１５２５１８（図１）
【特許文献２】特開平１１－１５６６２８（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は、厚み斑のあるワークを均一な力で把持することができる、簡単な構
造の把持冶具及びそれを備えた把持装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明の把持装置は、ワークを対向した把持部により把持
する一対の把持冶具と、一対の把持冶具の間に把持力を供給する把持力供給手段とを備え
た把持装置であって、一対の把持冶具の少なくとも一方の把持部は、把持面とこの把持面
に平行な複数のスリットを破線状に形成した複数のスリット列を有し、これらの複数のス
リット列は、一方のスリット列のスリットが他方のスリット列のスリットと少なくともそ
の一部が重なるように形成され、把持面がワークを把持するとき、スリット列のスリット
が潰れることにより、把持部が弾性変形できるように構成されていることを特徴としてい
る。
【００１１】
　このように、本発明の把持装置によれば、把持部にスリット列を形成して可撓性を与え
た把持冶具を用いる。把持冶具では、把持面と平行に複数のスリット列を設けることによ
り、把持冶具の把持部に可撓性を与えている。その結果、ワークを把持する際に、ワーク
の厚みが厚い部分に対応する把持部が、スリットが潰れることにより弾性変形する。この
ため、把持面が局所的に凹んでワークの厚み斑を吸収することができる。これにより、把
持対象物の厚み斑を吸収して、ワークを均一な力で把持することができる。
【００１２】
　さらに、本発明では、一方のスリット列のスリットを、他方のスリット列のスリットと
少なくともその一部が重なるように形成することにより、把持冶具の把持面に、実質的に
均一な可撓性を与えている。これにより、本発明によれば、厚み斑のあるワークであって
も、ワーク全体を均一な力で把持することができる。
【００１３】
　また、本発明において、好ましくは、把持面は、一定の幅で直線状に延びた形状を有す
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る。
　これにより、細長いワークであっても、そのワークの長手方向の全長にわたって、均一
な力で保持することができる。
【００１４】
　また、本発明の把持冶具は、ワークを把持部により把持する把持冶具であって、把持部
は、把持面とこの把持面に平行な複数のスリットを破線状に形成した複数のスリット列を
有し、これらの複数のスリット列は、一方のスリット列のスリットが他方のスリット列の
スリットと少なくともその一部が重なるように形成され、把持面がワークを把持するとき
、スリット列のスリットが潰れることにより、把持部が弾性変形できるように構成されて
いることを特徴としている。
【００１５】
　このように、本発明によれば、把持面と平行に複数のスリット列を設けることにより、
把持冶具の把持部に可撓性を与えている。その結果、ワークを把持する際に、ワークの厚
みが厚い部分に対応する把持部が、スリットが潰れることにより弾性変形する。このため
、把持面が局所的に凹んでワークの厚み斑を吸収することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、簡単な構造で、厚み斑のあるワークを均一な力で把持することができ
る。
　本発明によれば、ワークに応力をかけずにワークを把持させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係わるワーク投入装置の実施形態を示す概略斜視図である。
【図２】（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の実施形態による投入冶具の形状及び動作を示す上
面図である。
【図３】（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の実施形態によるワーク投入装置の動作例を示す概略
断面図である。
【図４】実施形態に係る把持装置を用いた切削加工を説明する斜視図である。
【図５】実施形態に係る把持装置の側面図である。
【図６】（Ａ）は、実施形態に係る把持冶具の側面図であり、（Ｂ）は、把持冶具を把持
面側から見た図である。
【図７】（Ａ）は、実施形態に係る把持冶具の端面図であり、（Ｂ）は、側面の拡大図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
　まず、図１及び図２を参照して、本実施形態のワーク投入装置の構成について、光伝送
体アレイをワークとした投入装置の例について説明する。図１は、本発明に係わるワーク
投入装置の実施形態を示す概略斜視図である。なお、図１では、各構成部分の支持部材の
図示を省略している。
　また、図２（Ａ）及び（Ｂ）は、本実施形態のワーク投入装置を構成する投入冶具の形
状及び動作を示す上面図である。また、図２（Ａ）は、図１に示したワーク１、下側の把
持冶具３、投入冶具５及びバックアップ冶具６の上面図に相当する。
【００１９】
　本実施形態のワーク投入装置は、ワークとしてのプラスチック光伝送体アレイを一対の
把持冶具間に強固に固定して鏡面切削加工する自動加工装置において、一対の把持冶具間
に、ワークを数枚ずつ重ねて投入する。
【００２０】
　そのために、本実施形態のワーク投入装置は、図１に示すように、短冊形状のワーク１
を把持するための一対の把持冶具２及び３と、ワーク１を積み重ねた状態で収容し、かつ
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、収容したワーク１を移動面４上に供給するワークマガジン７と、ワークマガジン７から
供給されたワーク１を、数枚重ねたまま、一対の把持冶具２及び３の間の把持位置まで移
動面４上を押して移動させる投入冶具５と、一対の把持冶具２及び３の間まで移動したワ
ーク１を、投入冶具５の反対側で支持するバックアップ冶具６とを備えている。
【００２１】
　さらに、このワーク投入装置は、図１には示さないが、ワークマガジン７の直下の位置
に、支持冶具８を備えている。支持冶具８は、移動面４から迫り上がって、ワークマガジ
ン７に収容されているワーク１を支持し、かつ、ワーク１を支持したまま移動面４まで下
りてくる。
【００２２】
　また、投入冶具５の厚さは、一対の把持冶具２及び３間に一度に投入される枚数分より
薄い必要があるが、余り薄すぎると投入動作が不安定になる。よって、投入冶具５の厚さ
は、投入枚数のトータル厚さよりもワーク1枚分の半分程度の厚みを引いた程度の厚さと
するのが望ましい。例えば、投入するべきワークが１０枚でトータル厚さが１０ｍｍの場
合、投入冶具５の厚さは９．５ｍｍ～９．９ｍｍ程度とするのが望ましい。
　また、バックアップ冶具６の厚さは、投入冶具５の厚さと同程度以上あるのがよく、開
放した一対の把持ジグの中を通過できる厚さであれば投入ワーク全体の厚みより厚くても
構わない。また、ワークマガジン７の先端の、移動面４からの隙間は、投入するワークの
全体の厚みよりもワーク１枚分の半分程度広い隙間であるのがよい。
【００２３】
　そして、図１に示すように、本実施形態の投入冶具５は、ワーク１を押す方向に突出し
た三本爪からなるホーク形状部を有している。そして、図２（Ａ）に示すように、ホーク
形状部の中央の爪５１の先端は、両側の爪５２及び５３の先端よりも所定距離ｄだけ突出
している。この所定距離ｄは、ワーク１の切削代の幅の半分以下であるのが好ましい。例
えば、切削代の幅が０．６ｍｍの場合、所定距離ｄは、０．２～０．３ｍｍであるのが好
ましい。
【００２４】
　さらに、図１及び図２に示すように、バックアップ冶具６も、投入冶具５と向かい合っ
た三本爪からなるホーク形状部を有している。このホーク形状部の中央の爪６１は、投入
冶具５の中央の爪５１の正面に位置している。
　そして、図２（Ａ）に示すように、バックアップ冶具６の爪６１の先端も、その両側の
爪６２及び６３の先端よりも所定距離ｄだけ突出している。バックアップ冶具６における
所定距離ｄも、ワーク１の切削代の幅の半分以下であるのが好ましい。例えば、切削代の
幅が０．６ｍｍの場合、所定距離ｄは、０．２～０．３ｍｍであるのが好ましい。
【００２５】
　そして、投入冶具５は、実質的に、ホーク形状部の中央の爪５１で、図２（Ａ）に示す
ようにワーク１の中央部分を押して、一対の把持冶具２及び３間にワーク１を投入する。
そして、図２（Ｂ）に示すように、ワーク１の長手方向の中央部分を投入冶具５の中央の
爪５１とバックアップ冶具６の中央の爪６１とに挟まれて、ワーク１は把持位置で整列さ
れる。
【００２６】
　したがって、ワーク１は、実質的に、その長手方向の中央部の一箇所で挟まれて整列さ
れる。これにより、ワークが湾曲していても、応力をかけることなく、そのままワークを
把持することができる。このため、切削後のワークを把持冶具２及び３間から外したとき
に、ワークの直線状の切削面が反ることを防ぐことができる。
【００２７】
　さらに、中央の爪に加えて両側に爪を設けたことにより、ワークが切削線に対して大き
く傾いたまま把持されることを防ぐことができる。また、上述したように、所定距離ｄを
切削代の幅の半分以下としているので、ワークが把持面内で傾いて把持された場合におい
ても、傾きによるずれ量を切削代に含めることができるので、未切削部分、即ち未鏡面部
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の発現を防止することができる。
【００２８】
　次に、図３を参照して、本実施形態によるワーク投入装置の動作例を説明する。以下に
説明するワーク投入装置の一連の動作は、シーケンスプログラムを実行するシーケンスコ
ントローラー（図示せず）によって自動的に制御される。
【００２９】
　図３（Ａ）に、初期状態の断面図を示す。図３（Ａ）は、図２の（Ａ）のＡ－Ａに沿っ
た断面に相当する。初期状態において、投入冶具５は、ワークマガジン７の直下よりも手
前（図３において紙面右側）に位置している。また、ワークマガジン７の下には、ワーク
マガジン７から供給されたワーク１が、移動面４上に積み重なっている。
【００３０】
　次に、図３の（Ｂ）に示すように、投入冶具５を、エアシリンダ（図示せず）により把
持冶具２及び３側へ駆動する。その結果、投入冶具５が、ワーク１を数枚重ねたまま押し
て、一対の把持冶具２及び３間の把持位置まで移動面４上を移動させる。
　なお、投入冶具５が、ワークマガジン７の下を通過して移動している間、投入冶具５の
ホーク形状部の上面が、ワークマガジン７内に収容されているワーク１を支えている。
　その後、ワーク１が把持冶具２及び３間の把持一まで移動したとき、バックアップ冶具
６が、一対の把持冶具２及び３間の把持位置まで移動したワークを、投入冶具５の反対側
で支持する。
　そして、図２の（Ｂ）に示したように、一対の把持冶具２及び３の間で、ワーク１の長
手方向の中央部分を投入冶具５の中央の爪５１とバックアップ冶具６の中央の爪６１とに
挟んで、ワーク１を整列させる。
【００３１】
　また、このとき、バックアップ冶具６も、エアシリンダ（図示せず）により、把持冶具
を通り越して、ワークマガジン７に収容されているワーク１の場所まで移動して、図２の
（Ｂ）に示したように、投入冶具５の反対側から、投入冶具５と協働してワーク１を挟み
、かつ、その状態で、ワーク１を一対の把持冶具２及び３間の把持位置まで搬送するよう
にしてもよい。これにより、ワーク１の投入の際に、積み重なった個々のワーク１が飛び
出すことを抑制することができる。
【００３２】
　続いて、図３の（Ｃ）に示すように、整列されたワーク１を、一対の把持冶具２及び３
で把持する。本実施形態では、上側の把持冶具２が下りてきて、ワーク１を把持する。
　そして、本実施形態では、ワーク１が把持された後、投入冶具５が初期状態の位置に戻
る前に、支持冶具８が、ワークマガジン７の直下の位置であって、かつ、投入冶具５の三
本爪の間の位置で、移動面４から迫り上がって、ワークマガジン７に収容されているワー
ク１を支持する。
【００３３】
　続いて、図３の（Ｄ）に示すように、投入冶具５及びバックアップ冶具６を、それぞれ
のエアシリンダにより駆動して、初期状態の位置へ戻す。そして、ワーク１を把持した一
対の把持冶具２及び３を、高精度リニアレールに沿って切削機の前へ、図３の紙面に垂直
な方向へ移動させる。このため、図３の（Ｄ）では、把持冶具２及び３を図示していない
。
【００３４】
　投入冶具５が、初期状態の位置まで戻っても、投入冶具５の上面で支えられていたワー
ク１は、支持冶具８によって支持されている。そして、支持冶具８は、ワーク１を支持し
たまま移動面４まで下りてくる。これにより、積み重なったワーク１が、移動面４上で崩
れることを防ぐことができる。
【００３５】
　そして、図３の（Ａ）に示した初期状態に戻り、上述した一連の動作を自動的に繰り返
すことができる。これにより、プラスチック光伝送体アレイの長手方向の端面を鏡面切削
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加工する装置において、無人で連続的な加工を行うことが可能となる。
【００３６】
　ここで、図４に、整列されたワーク１を一対の把持冶具２及び３で把持した把持装置１
０が、高精度リニアレール７０上を切削機の前へ移動する様子を示す。切削機は、ダイヤ
モンド切削刃３１が取り付けられた回転ヘッド３０を備え、回転ヘッド３０はモータ３２
によって回転する。把持装置１０が切削機の前を通過すると、光伝送体アレイ１の長手方
向の端面がダイヤモンド切削刃３１によって鏡面研磨される。
　なお、図４では、光伝送体アレイ１の一方の端面側にのみダイヤモンド切削刃３１が取
り付けられた回転ヘッド３０を備えた切削装置が設置されているが、通常は、光伝送体ア
レイ１の他方の端面も同時に切削を行うため、切削装置は光伝送体アレイ１を挟んで反対
側にも設置される。
【００３７】
　次に、図５を参照して、本実施形態の把持装置の構成について説明する。
　図５は、本実施形態の把持装置の側面図である。図５に示すように、本実施形態の把持
装置１０は、加工台５０上に、把持部を対向させてワークを把持する一対の把持冶具２及
び３と、一対の把持冶具２及び３の間に把持力を供給する把持力供給手段４０とを備えて
いる。ここでは、上側の把持冶具２の両端部は、支柱２０で加工台５０に固定されている
。そして、把持力供給手段４０は、下側の把持冶具３を持ち上げることによって、上側の
把持冶具２と下側の把持冶具３との間に把持力を供給する。
【００３８】
　そして、本実施形態では、上側の把持冶具２を、把持部１５にスリット列１３及び１４
を設けた一体型の把持冶具２としている。このため、簡単な一体型の構造の把持冶具２を
用いて、ワーク全体をほぼ一様な力で把持することができる。その結果、把持冶具をワー
クの長手方向に沿って分割し、分割した把持冶具ごとに把持力供給手段を個別に設ける必
要がない。したがって、把持冶具を分割した場合に比べて、把持装置を小型化、軽量化す
ることができ、把持装置の製造コストを低減することができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、分割した把持冶具を設けた把持装置に比べて、把持装置１０を
軽量化したので、把持装置１０を高精度リニアレール７０上でより高速度で移動させるこ
とができる。その結果、鏡面切削加工のサイクルタイムの短縮を図ることができる。
【００４０】
　ここで、図６及び図７を参照して、本実施形態の把持冶具について説明する。図６（Ａ
）は、本実施形態の把持冶具の側面図であり、図６（Ｂ）は、図６（Ａ）に示した把持冶
具を、把持面側から見た下面図である。なお、図６（Ｂ）では、断面部分ではないが、把
持面にハッチングを付して示している。また、図７（Ａ）は、図６に示した把持冶具の端
面図である。そして、図７（Ｂ）は、図６（Ｂ）に示した把持冶具の側面部分の拡大図で
ある。
【００４１】
　本実施形態では、ワークとして光伝送体アレイ（図示せず）を把持部で把持する把持冶
具の例について説明する。光伝送体アレイは、細長い短冊状の形状を有し、その長手方向
に沿った端面を鏡面切削加工される。このため、本実施形態の把持冶具２は、金属製であ
り、図６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、細長い一体型の形状を有している。
【００４２】
　ワークを把持する把持部１５の把持面１１は、図６（Ｂ）に示すように、一定の幅で直
線状に延びた形状をしている。把持面１１の長手方向の長さＬは、ワークの長手方向の長
さよりも長いことが好ましい。また、把持面１１の幅（長手方向に直交する方向の厚さ）
Ｄは、光伝送体の幅（鏡面切削加工される端面に垂直な方向の長さ）よりも短いことが好
ましい。ここでは、把持面の長手方向の長さＬは数百ｍｍであり、把持面１１の幅Ｄは数
ｍｍ程度である。
【００４３】
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　また、図７の（Ａ）に示すように、把持冶具２の把持面１１に沿った把持部１５は、切
削時に切削刃に当たらないように、把持面の幅Ｄと同じ厚さで、支持部１６よりも薄く作
られている。
【００４４】
　そして、図６（Ａ）に示すように、本実施形態では、把持部１５の側面に、把持面１１
に平行な複数のスリット１２を破線状にそれぞれ形成した第一及び第二スリット列１３及
び１４が設けられている。これらのスリット列１３及び１４の各スリット１２は、把持部
１５を貫通している。また、第一及び第二スリット列１３及び１４は、ワークの長手方向
よりも長いことが好ましく、本実施形態では、把持面１１の長手方向の実質的に全長にわ
たって設けられている。また、スリットの形状としては、スリットの両端にスリット幅よ
りも直径の大きい丸穴格好を施したものでもよい。
【００４５】
　このように、把持面１１と平行に二列のスリット列１３及び１４を設けることにより、
把持冶具２の把持部１５に可撓性を与えることができる。その結果、ワークを把持する際
に、ワークの厚みが厚い部分に対応する把持部１５が、スリット１２が潰れることにより
弾性変形する。このため、把持面１１が局所的に凹んでワークの厚み斑を吸収することが
できる。
【００４６】
　さらに、第一スリット列１３の各スリット１２と第二スリット列１４の各スリット１２
は、スリット１２の両端１２ａが他のスリット列のスリット１２と重なるように、スリッ
ト列ごとにずらして千鳥状に形成されている。
【００４７】
　このように、スリット１２を千鳥状に形成することにより、把持冶具２の把持面１１に
、長手方向に沿って実質的に均一な可撓性を与えることができる。これにより、厚み斑の
あるワークであっても、ワークの長手方向の全長にわたってほぼ一様な力で把持すること
ができる。
【００４８】
　また、把持部１５は、金属製であるのが好ましく、硬く粘性の高い高速度鋼（ＳＫＨ）
、又は、弾性限及び疲労限の高いばね鋼（ＳＵＰ）で作るのがより好ましい。これらの金
属を使用すれば、スリット列を設けることにより、容易に可撓性を与えることができる。
【００４９】
　次に、図７（Ｂ）を参照して、把持冶具２全体をＳＫＨ又はＳＵＰで作った場合に、弾
性限界内の変形でワークの厚み斑を吸収するのに十分な可撓性を与えるのに好適な、各ス
リット１２等の配置及び寸法形状の例について説明する。図７（Ｂ）は、図６（Ａ）に示
した第一及び第二スリット列１３及び１４の部分拡大図である。
【００５０】
　把持面１１と第一スリット列１３との間隔Ｈ1、即ち層状部分１７の厚さは、把持面１
１の幅Ｄの０．５～２倍の範囲内であるのがよい。例えば、Ｄ＝３．５ｍｍの場合、Ｈ1

＝５ｍｍである。
　なお、層状部分１７の厚さＨ1が薄いほど、層状部分１７の可撓性が高くなる。また、
把持面１１の幅（把持部１５厚み）Ｄが狭い程、層状部分１７の可撓性が高くなる。この
ため、把持面１１と第一スリット列１３との間の好適な間隔Ｈ1は、把持面１１の幅Ｄ及
び把持部材の材質に応じて決まる。
【００５１】
　また、第一スリット列１３と第二スリット列１４との間隔Ｈ2、即ち層状部分１８の厚
さも、把持面１１の幅Ｄの０．５～２倍の範囲内であるのがよい。例えば、Ｄ＝３．５ｍ
ｍの場合、Ｈ2＝４ｍｍである。
　なお、層状部分１８の厚さＨ2が薄いほど、層状部分１８の可撓性が高くなる。また、
把持面１１の幅（把持部１５厚み）Ｄが狭い程、層状部分１８の可撓性が高くなる。この
ため、第一スリット列１３と第二スリット列１４との間の好適な間隔Ｈ2も、把持面１１
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の幅Ｄ及び把持部材の材質に応じて決まる。
【００５２】
　さらに、本実施形態では、スリットの長さＳは、把持面１１の幅の３～５倍の範囲内で
あるのがよい。
　なお、スリット長Ｓが長いほど、スリット１２に沿った層状部分１７及び１８の可撓性
が高くなる。しかし、スリット１２が極端に長いと、スリットに沿った把持面１１での把
持力が不十分となるおそれがある。
【００５３】
　そして、本実施形態では、いずれのスリット列１３及び１４においても、スリット１２
の長さＳが均一であり、かつ、スリット間の間隔Ｔが均一である。例えば、Ｓ＝２０ｍｍ
、Ｔ＝１０ｍｍである。
　なお、各スリット１２の両端１２ａを他の列のスリット１２と重ねるため、スリット間
の間隔Ｔはスリット長Ｓよりも短い。
【００５４】
　また、各スリット１２の幅Ｕは、０．１～０．５ｍｍの範囲内であるのがよい。例えば
、Ｕ＝０．２ｍｍである。
　なお、把持冶具の把持面が、厚み斑を吸収して凹む際、最大、スリットが完全に潰れる
まで変形する。このため、スリット幅が大きすぎると、把持冶具が弾性限界を超えて変形
してしまうおそれがある。なお、把持する力をエアーシリンダーやコイルバネ等を使用し
て発生させる場合は、その力を弾性変形以内に抑制することによりスリットの幅を広くし
ても構わない。一方、スリット幅が小さすぎると、厚み斑を十分に変形することが困難と
なる。
【００５５】
　上述したような寸法のスリット１２を上述したように配置することによって、把持部材
１の把持部１５に、弾性限界内の変形でワークの厚み斑を吸収するのに十分な可撓性を与
えることができる。
【００５６】
　ところで、ワークの厚み斑を吸収するために、把持面１１にゴム層を設けることも考え
られる。しかし、ゴム層は、把持面１１に沿った方向にも変形する。このため、ゴム層を
設けると、切削時にワークが切削応力によりずれてしまう。したがって、ゴム層を設ける
ことは、ワークを強固に把持する上で適当ではない。
【００５７】
　これに対して、本実施形態のスリット１２を設けた把持冶具２では、把持部１５の層状
部分１７及び１８は、板ばねのように、把持面１１に実質的に垂直な方向にのみ変形し、
把持面１１に沿った方向には実質的に変形しない。したがって、本実施形態の把持冶具２
によれば、ワークの長手方向に沿って均一な力で把持しつつ、ワークを強固に固定するこ
とができる。
【００５８】
　上述した各実施形態においては、本発明を特定の条件で構成した例について説明したが
、本発明は種々の変更及び組み合わせを行うことができ、これに限定されるものではない
。
　例えば、上述した実施形態においては、数枚積み重ねたワークを一度に投入する例につ
いて説明したが、本発明では、一段だけのワークを投入してもよい。
　また、例えば、上述した実施形態においては、ワークが把持された後で、支持冶具が迫
り上がった例について説明したが、支持冶具が迫り上がるタイミングはこれに限定されな
い。例えば、ワークが投入される前であっても、ワークマガジンに収容されたワークが投
入冶具の上面で支えられている間に、支持冶具が迫り上がってもよい。
【００５９】
　また、例えば、上述した実施形態では、把持部にスリット列を二列設けた例について説
明したが、本発明ではスリット列の数は二列に限定されない。例えば、スリット列を三列
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　また、例えば、上述した実施形態では、細長い形状の把持面を備えた把持冶具の例につ
いて説明したが、把持面の形状はこれに限定されない。
　また、例えば、上述した実施形態では、金属製の把持冶具の例について説明したが、本
発明では、把持冶具は金属製のものに限定されない。
【００６０】
　また、例えば、上述した実施形態では、把持装置を構成する一対の把持冶具のうち、上
側の把持冶具だけにスリット列を設けたが、本発明では、例えば、下側だけ又は上下両方
の把持冶具にスリット列を設けてもよい。
　また、例えば、上述した実施形態の把持装置においては、下側の把持冶具の下側に把持
力供給手段を設けた例について説明したが、本発明の把持力供給手段の配置及び機構はこ
れに限定されない。例えば、把持力供給手段として、エアシリンダを上側の把持冶具の上
に設けてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１　ワーク
　２、３　把持冶具
　４　移動面
　５　投入冶具
　５１、５２、５３　爪
　６　バックアップ冶具
　６１、６２、６３　爪
　７　ワークマガジン
　８　支持冶具
１０　把持装置
１１　把持面
１２　スリット
１２ａ　端
１３　第一スリット列
１４　第二スリット列
１５　把持部
１６　支持部
１７　層状部分
１８　層状部分
２０　支柱
３０　回転ヘッド
３１　切削刃
３２　モータ
４０　ワーク
４０　把持力供給手段
５０　加工台
７０　高精度リニアレール
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